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 私たちは、宮内庁が所管する陵墓について、国民及び人類の重要な歴史文化遺産であるとの認

識のもと、その保存と公開を求める活動を行ってきました。1970 年代以来の 40 年以上にわたる

活動を通じて、宮内庁が実施する整備工事や事前調査の公開が定着することとなりました。また、

宮内庁との意見交換を重ね、社会への学術的知見の還元、関係機関への要望などを行ってきまし

た。2018 年 9月には、関係 13学協会の連名で「百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産推薦に関す

る見解」を発表したところです。 

 2019年7月6日、ユネスコ世界遺産委員会において、日本政府が推薦する「百舌鳥・古市古墳

群」の世界文化遺産登録が決定されました。百舌鳥・古市古墳群は世界文化遺産にふさわしいも

のであり、世界的に認知されることは、私たちが求めてきた保存や公開の進展にもつながるもの

と考え、登録を歓迎します。その上で、なお私たちは、2018年9月発表の見解と同じく2点の課

題や問題があると考えます。 

 第１に、陵墓の保存や公開についての課題です。百舌鳥・古市古墳群の主要な構成資産は宮内

庁所管の陵墓であり、原則として非公開です。また、これら陵墓となる古墳の多くで全域を統一

的に保存するシステムは構築されていません。現実は、宮内庁管理地とその外側にある民有地や

国史跡などに分離しています。私たちは2013年に、宮内庁と文化庁に対して地元自治体との連携

を進め、一体的な保護対策や公開の推進を要望しました。とくに、陵墓とのバランスに配慮しな

がらも、より公開性の高い構成資産となるように、関係機関における継続的な努力を望みます。

登録後に一層の注目を浴びる中で、古墳群をどのように保存し、また地域や社会に公開していく

か、私たちも諸方面で協力したいと思います。 

 第２に、構成資産の名称問題です。例えば、百舌鳥古墳群にある最大の前方後円墳について、

宮内庁は陵名を「仁徳天皇 百舌鳥耳原中陵」としており、世界文化遺産登録に際しての構成資産

名は「仁徳天皇陵古墳」となっています。しかし、「仁徳天皇」とされる倭国王の墳墓とみること

への疑問は早くから指摘されています。学術的に被葬者が確定していないなかで、名称に特定の

被葬者名を付すことは誤った理解を導く可能性があるため、学術用語として「大山（もしくは大

仙・大仙陵）古墳」が提言され、いまでは教科書等においても「大山古墳」や「大仙古墳」など

と併記することが定着しています。それに反して、構成資産名を「仁徳天皇陵古墳」のみとする

ことは、被葬者が学術的に認定されたかのような先入観を世界の人びとに与えることになるでし

ょう。こうした一方的な情報が提供されることへの危惧があります。とくに教育・文化関連施設

での表記や出版物等では、学術的な観点にもとづく名称との併記が必要であると考えます。現時

点の構成資産名称に対して、ここに強く懸念を表明します。 

 以上、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を歓迎するとともに、「人類全体のための世界の

遺産」にふさわしいものとするための見解をあらためて下記に示し、今後の動向について注視し

てまいります。 

 

記 

 

１．構成資産の十分な保存・管理を図り、地域や社会への公開を原則とした活用を求めます。 

２．構成資産については、すくなくとも学術的な観点にもとづく名称の併記を求めます。 


